
生徒は、本書類を保護者へ渡してください。 

全員お手続きする必要があります 

令和６年度就学支援金のお知らせ 
◆令和６年７月～翌年６月分の手続きについて 
○入学時に令和６年４月～６月分の手続きをしていただいたところですが、令和６年７月～ 

翌年６月分の手続きについて、オンライン(e-Shien)により期限までに申請してください。 

ログインIDやパスワードは、入学式時に配付したものを使用してください。もし不明な場合

は、事務室にご連絡ください。生徒を通じて、再配付します。 
 

◆オンライン申請の方法は？＜提出期限：令和６年７月１１日（木）＞ 

  本校のホームページ（「最新のお知らせ」に掲載）で申請方法を確認してください。 

  e-Shienオンライン申請手引きを掲載しております。 

※ 右側にあるQRコードを読みとる、もしくは、 

「一宮高校」で検索してください。 

※ ｵﾝﾗｲﾝ申請手引きの紙資料が必要な方は、 

事務室までお越しください。 

  

【就学支援金を受給している方へ】（４月の申請で認定された方）  
 〇保護者等情報に変更が“ない”場合 

  e-Shienオンライン申請手引き ～継続届出編～ に従いオンラインでの入力をお願いします。 
 
 〇保護者等情報に変更が“ある”場合 

  e-Shienオンライン申請手引き ～継続届出編～ と ～変更手続編～ に従いオンラインでの入

力をお願いします。 

 

  保護者等情報に変更がある場合とは？ 
 

  保護者の変更（離婚/再婚）、課税地の変更（令和５年中に引っ越した場合など）、 

  収入状況提出方法の変更（前回は課税証明書または個人番号カードを使用して自己情報の提

出で申請したが、今回は個人番号を入力して申請するなど）、海外赴任者の帰国（令和6年1

月1日時点）、生活扶助の受給有無の変更など 

 

【就学支援金を受給していない方へ】（４月の申請で申請しない意向を登録した方、不認定の方）  
e-Shienオンライン申請手引き ～新規申請編～ に従いオンラインでの入力をお願いします。

申請を行わない場合は、新規申請編の手引きP4～6の登録※だけになります。 
 

⚠申請を希望しない場合も「申請する意思がない」旨の登録が必要です！ 

※ e-Shienにログインし、「意向登録」→「受給資格認定申請書を提出しません。」をクリック 

 

 裏面に続きます。 



 
 
⚠ 申請上の注意点（気を付けてください！！） 

 

・個人番号カードをスマートフォン[マイナポータルアプリ]又

はICカードリーダライタにかざし税情報を得る方法（自己情

報API機能）は選択しないでください。税情報が正しく反映さ

れない場合があり、再度申請し直していただく場合があります。 

 収入状況提出方法を登録する際は、「個人番号を入力する」を

選択してください。「個人番号カードを使用して自己情報

を提出する」方法は選択しないでください。 

・申請を行う場合、課税地（令和６年１月１日時点）の登録内

容が正しいか確認してください。課税地の登録を誤ると個人番

号による所得確認が行えません。 

 

・税の申告を行っていない場合、所得確認ができず、支給決定が遅れる場合があります。 

 事前に申告手続きをお願いします。（ただし、控除対象配偶者、生活扶助受給者等は、税の申告

をしていなくても審査が可能です。） 

・生活扶助受給者は、保護者等全員の受給証明書の原本（令和６年１月１日時点で受給しているこ

とが確認できるもの）の提出をお願いします。 

 

 

 

 

（参考）就学支援金制度とは？ 

◇申請することで受給することができます。学校が国から就学支援金を受領し、授業料に充てるため、授業料

を納める必要がなくなります。（就学支援金がお手元に支給される制度ではありません。） 

◇対象となる世帯は？ 

○「市町村民税の課税標準額×６％－市町村民税の調整控除の額※」の両親分合計が304,200円未満の世帯（※

名古屋市は、市町村民税の「調整控除の額」に3/4を乗ずる） 

○生活保護を受給している世帯の方 

◇通常の就学支援金の対象にならない方で、やむを得ない理由によって家計が急変した場合、家計急変支援の 

 対象として就学支援金を受けられる場合があります。要件は、本校HP「家計急変支援制度資料」をご確認く

ださい。 

 

 

■ e-Shienへのアクセス 

https://www.e-shien.mext.go.jp/  

 

■ 就学支援金制度の概要（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 

 

 

 

問合せ先 愛知県立一宮高等学校事務室 電話0586-72-0191 
 

高校生約８割が受けています！ 

両親の年収目安約９１０万円 

返還不要！！ 


